
「令和５年度公式ＳＮＳを活用した観光情報発信事業」 
提案競技実施要領 

                          令和５年２月１０日 

１．目的 

  島根県は、観光振興課公式ＳＮＳを活用し、本県が有する豊かな自然や食、伝統文化などの観光資

源やイベント情報、「美肌県しまね」に関連した情報を県内外へ広く発信し、県のイメージ・認知度

の向上、県外からの観光来訪の動機付けを図る。 

ついては、当要領により提案競技を実施し、事業の委託候補者を選定する。 

２．業務概要 

（１）業 務 名    「令和５年度公式ＳＮＳを活用した観光情報発信事業」 

（２）業務内容    別添「令和５年度公式ＳＮＳを活用した観光情報発信事業」提案競技仕様書のとおり

（３）業務期間    令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

（４）委託料上限額  ７，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

           ※上記委託料には、広告費２，０００，０００円及び、企画提案書に基づく委

託業務の全てを含む。 

３．応募資格 

 この企画に提案に参加できる者は、次の要件のすべてを満たしている者とする。 

（１）複数の法人による連合体（以下、「コンソーシアム」という。）もしくは単独の法人であること。 

（２）単独の法人での参加は、島根県内に本店、支店又は営業所を有する法人（以下、「県内法人」と

いう。）であること。コンソーシアムの構成員での参加は、構成員のうち１以上は県内法人である

こと。 

（３）コンソーシアムの構成員若しくは単独の法人は次の各号を満たすこと。 

①地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

②地方自治法施行令第１６７条の４第２項の各号に該当すると認められる事実があった後２年を

経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として

使用する者でないこと。 

③国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

④最近１事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

⑤島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。 

⑥島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における

最近１事業年度の都道府県税の滞納がないこと。 

⑦複数のコンソーシアム構成員になって参加し、また、単独の法人として参加するなど、重複参

加していないこと。 

（４）島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品の製造の請負、

売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指名停止措置を受け、入札日

においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申し立て、会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申し立てまたは、破産法（平成１６

年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある者で

ないこと。 



４．募集に関するスケジュール等 

事業の委託にあたり、企画提案参加者から事前に参加表明書を徴収して、資格の有無を審査し、審

査の結果を通知するとともに、参加資格を有する者に対し、企画提案書の提出及びヒアリングへの出

席を要請する。 

(1)募集期間 令和５年２月１０日（金）～令和５年２月１７日（金）１７時 

※参加表明書、企画提案質問書、企画提案書、誓約書は、県観光振興課の

ホームページで閲覧、ダウンロードできるほか、下記の提出先及び問い

合わせ先で配付する。 

(2)企画提案の参加表明

書の提出 

企画提案に参加するものは、参加表明書（様式１）、誓約書（様式４）を

令和５年２月１７日（金）１７時までに持参または郵送により１部提出す

ること。 

※持参の場合の受付時間は、９時から１７時（土・日・祝日は除く。）ま

でとし、郵送の場合は、郵便書留による必着に限る。 

(3)参加資格通知予定日 令和５年２月２１日（火） 

(4)質疑の受付期間 質疑がある場合は、必ず企画提案質問書（様式２）にて、令和５年２月１

７日（金）１７時までに持参またはメールにより提出すること。 

(5)質疑の回答予定日 令和５年２月２４日（金） 

(6)質疑の回答方法 ・企画提案の参加資格があると通知した者に対して、各参加者の質疑を取

りまとめてすべて同じものを回答する。 

・参加表明書に記載された連絡担当者に対してメールにより送信するので、

必ずメールアドレスを記載すること。 

・メールアドレスの誤記載及び各社内で受信したものの伝達の不備等によ

り生じた不利益については関知しない。 

(7)企画提案書提出期限 令和５年３月２日（木）１７時 

(8)提案者プレゼンテー

ション及び審査予定日

令和５年３月８日（水）を予定 

※プレゼンテーションの日時及び場所については、参加資格通知者に別途

通知する。 

※提案者ごとに、企画提案書による説明の後に、審査委員からの質問時間

を設定する。 

(9)委託候補者の決定 令和５年３月中旬を予定 

【提出先及び問い合わせ先】 

 島根県商工労働部 観光振興課 観光宣伝グループ 

担当：小田川、植田 

〒690-8501 島根県松江市殿町１ 

TEL：0852-22-6912 FAX：0852-22-5580 

E-mail：kankou@pref.shimane.lg.jp  



５．企画提案書の作成、提出方法等 

(1)作成方法    ・企画提案書（様式３）により作成する。 

・用紙の大きさは A４判縦、横書き、左綴じとする。 

（図表等は必要に応じ A３版の折り込みも可とする。） 

(2)提出方法 ・６部提出すること。 

・令和５年３月２日（木）１７時までに持参又は郵送により提出すること。

※持参の場合の受付時間は、９時から１７時（土・日・祝日は除く。）まで

とし、郵送の場合は、郵便書留による必着に限る。 

(3)その他の書類 ・見積書（押印不要）を企画提案書(６部)の末尾にそれぞれ綴り込むこと。

・見積書の宛名は「島根県知事 丸山 達也」とし、貴社代表者様の職氏名

を記載すること。 

(4)その他の留意事項 ・参加表明書又は企画提案書が次のいずれかに該当する場合には、無効とな

ることがあるので留意すること。 

 ①提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの 

 ②作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に適合しないもの

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

 ④記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

 ⑤虚偽の内容が記載されているもの 

・企画提案に係る経費は、単独の法人による参加はその法人に対して、コン

ソーシアムによる参加は代表法人に対して、１提案あたり５，０００円（消

費税等含む）を支給する。ただし、受託者及び資格審査により参加資格の

ないとしたものに対しては支給しない。企画提案にかかる経費は、受託者

が決定した後、参加表明書に記載された銀行口座へ振り込む。 

・複数の企画提案は認めない。 

・提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

・企画提案の採否は、文書により通知する。 

・採用した提案は、内容の一部を変更する場合がある。 

・本要領に基づき提出された書類は返還しない。 

６．審査方法等 

(1)審査方法 ・審査会において、次項の審査基準に基づき審査を行い、業務の内容に適す

る企画提案を提出した者（１者を予定）を本業務の委託候補者として選定

する。 

・企画提案が多数の場合は、書面による一次審査を行うことがある。 

・審査の結果、適当と判断される企画提案がない場合は、受託者を選定しな

いことがある。 

(2)審査内容 ① 企画趣旨 

提案競技実施要領の「１．目的」に記載した事業の趣旨を把握し、そ

の目的を効果的に達成するための企画コンセプトを有しているか。 

② 企画構成 

 ・テーマ、ターゲットに効果的な企画となっているか。 

 ・撮影、編集について、事業目的を理解した上で、より効果的な手法や内

容で構成されているか。 

③ 独創性 

 ・ターゲットを「行動」に移させるような工夫について、提案がなされて

いるか。 

 ・ノウハウや知識・経験を活かした創意工夫が見られ、効果が期待できる

提案がなされているか。 

 ・事業の効果をさらに高めるための独自の提案があり、その内容が効果的



かつ実現可能なものとなっているか。 

④ スケジュール 

  観光情報の発信について、年間を通じた具体的な計画となっているか。

⑤ 広告の評価分析 

ＳＮＳ広告の実績を有しているか。また、広告の評価分析ならびに有

用なフィードバックができる体制やノウハウを有しているか。 

⑥ 目標（成果指標）及び検証方法 

・目標の設定および検証方法は適切か。 

 ・フォロワー数や各種分析指標の向上など、更なる情報発信力強化につな

がるデータ解析手法について提案がなされているか。 

⑦ 運営・管理体制 

  県内の観光情報をきめ細かく入手し、正確に発信するために適切な運営

管理体制が整備されているか。また、特にコンソーシアムにあっては、

県との連絡窓口が明らかになっているか。 

⑧ 見積金額 

  業務委託の目的に照らし、費用対効果の観点も含めて、最大限の成果を

期待しうる適正な見積金額となっているか。 

(3)応募者の採否通知 令和５年３月中旬以降、提案者全員に通知する。 

７．契約内容等 

(1)委託料上限額 ７，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

※上記委託料には、企画提案書に基づく委託業務の全てが含まれるととも

に、県との打合せに要する費用を含む。 

(2)契約方法等 受託候補者と仕様書の内容、委託料限度額等について協議のうえ、委託契約

を締結する。 

(3)委託料の支払 原則として精算払とする。 

ただし、契約に基づき、契約額の３割以内を前金払することができる。 

(4)一括下請け及び再

委託の禁止 

業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とはできない。 

(5)契約保証金 契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担

保を納付すること。なお、契約保証金の納付の免除、納付方法等は、地方自

治法施行令及び島根県会計規則を適用する。 

(6)個人情報の保護 本業務の処理にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 57 号）を遵守すること。 

(7)契約書及び仕様書 別途作成・指示する。 

８．その他 

  令和５年度島根県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件プロポーザルは停止し、本業務の

執行は行わない。また、契約締結の時期は令和５年４月以降とする。 


